
（大規模な地震災害が発生した場合）

大阪市避難行動要支援者名簿を活用した避難支援（約半日経過以降）

避難行動要支援者

医療機関

要配慮者利用施設

（養護老人ホーム、障がい者施設、等）

-------------------------
（福祉避難所）

地域住民、

自主防災組織 必要に応じて、救出･救護、
避難所、医療機関に移送

避難

④安否を確認

避難

消防などへ救出・救護依頼

（別紙４）

緊急入所

災害時避難所

地域の対策本部 （自主防災組織）

地域の対策
本部を設置

区災害対策本部 （区役所）
市災害対策本部

①避難所担当が小学校区域ご
とに印刷した避難行動要支援者
名簿を持参

消防部

③もれがあれ
ば安否確認
を指示

避難

福祉部等

医療機関及び
関係施設との
連絡調整

移送

応援職員の派遣

連絡調整

⑤被害が生じた地域での消火
活動、及び、本市避難行動要支
援者名簿を活用した安否確認、
救出。

②避難行動要支援者名簿に基づ
き安否確認にもれがないか確認


